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加わります。

※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適⽤は、⼀般の被保険者は
険者及び⽇雇特例被保険者は
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30 年度 協会けんぽ保険料率

40 歳から 64 歳までの方（介護保険第
加わります。  

※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適⽤は、⼀般の被保険者は
険者及び⽇雇特例被保険者は
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30 年度 雇⽤保険料

30 年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年
らの適⽤となります。
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協会けんぽ保険料率

平成 30

歳までの方（介護保険第

※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適⽤は、⼀般の被保険者は
険者及び⽇雇特例被保険者は 4 月分からとなります。
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雇⽤保険料率

年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年
らの適⽤となります。*任意継続被保険者の方は
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協会けんぽ保険料率 

30 年度都道府県単位保険料率

歳までの方（介護保険第 2 号被保険者）は、これに全国⼀律の介護保険料率（

※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適⽤は、⼀般の被保険者は
月分からとなります。
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率 平成 29

年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年
任意継続被保険者の方は
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 3 月分（4

年度都道府県単位保険料率

号被保険者）は、これに全国⼀律の介護保険料率（

※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適⽤は、⼀般の被保険者は
月分からとなります。 
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29 年度から変更ありません

年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年
任意継続被保険者の方は 4 月分（4
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4 月納入分）から改定されます

年度都道府県単位保険料率 

号被保険者）は、これに全国⼀律の介護保険料率（

※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適⽤は、⼀般の被保険者は 3 月分（4
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年度から変更ありません

年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年 3 月分（
4 月納付分）から変更となります。
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３月の社会保険労務と税務

 

3 月 12 ⽇
○源泉徴収税額・住⺠税

特別徴収税額の納付
○⼀括有期事業開始届
 
3 月 15 ⽇
○個人の⻘⾊
○個人事業税
○所得税の
 
4 月 2 ⽇ 
○健保・厚年
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平成
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

（１）「基礎年⾦番号」欄が「個人番号または基礎年⾦番号」欄に変わります。⼿続きは

   
 

 
（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には

 
（３）第
 
   
   

   
   

 
２．3月
 
（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について

縦型に統⼀します。
 
（２）被扶養者（異動）届と国⺠年⾦
   
 
（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と

様式を統⼀します。
 
（４）現在⽇本年⾦機構では基礎年⾦番号と個人番号の紐付けを進めていま
   

３．その他の事項について

（１）決定通知書のレイアウトについて
   
   

 
（２）年⾦⼿帳の送付方法について
   

 
（３）通知等の郵送先（居所）の登録について
   

   

（４）個人番号変更届について（新設）
   

 

S NEWS LETTER

 http://www.sato
 

平成 30 年 3

平成 30 年 3
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

（１）「基礎年⾦番号」欄が「個人番号または基礎年⾦番号」欄に変わります。⼿続きは
で提出いただくことになりますが、

 
 ※サトーで年⾦関係の手続きを⾏う際は

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
届出者本人の本人確認措置（番号確認・身元確認）が必要
イナンバーカード、運転免許証等）の添付（提示）が必要です。

（３）第3号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

   ①第3号被保険者が事業主へ
   ②厚⽣年⾦被保険者が

険者の本人確認を⾏う
    
   ※②を選択する場合、

にチェックを⼊れることで様式を委任状として取り扱うことができ、厚⽣年⾦被保険者が
て事業主へ届出書を提出することができます

月5日から年金の手続きを行う書式が変更になります。

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について
縦型に統⼀します。

（２）被扶養者（異動）届と国⺠年⾦
   ・第3号被保険者欄に「届出書の提出は配偶者（第

（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と
様式を統⼀します。

（４）現在⽇本年⾦機構では基礎年⾦番号と個人番号の紐付けを進めていま
   基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

届出を省略することが

３．その他の事項について

（１）決定通知書のレイアウトについて
   資格取得届等を提出後、事業主様宛に通知する決定通知書が
   厚⽣年⾦被保険者の方は原則住基ネットにより住所情報を更新するため、

されます。

（２）年⾦⼿帳の送付方法について
   初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており

ましたが、

（３）通知等の郵送先（居所）の登録について
   住⺠票上の住所以外の住所にお住いの場合

変更届の⽤紙で通知等の郵送先を⽇本年⾦機構へ登録をお願い致します。
   ※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等

の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録
をお願い致します。

（４）個人番号変更届について（新設）
   ⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変

更の届出が省略することとしています。そのため、
届（新設）により変更後の個人番号の
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3 月 5 ⽇から⽇本年⾦機構がマイナンバーによる届出・申請

3 月 5 ⽇以降変更の
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

（１）「基礎年⾦番号」欄が「個人番号または基礎年⾦番号」欄に変わります。⼿続きは
で提出いただくことになりますが、

年⾦関係の手続きを⾏う際は

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
届出者本人の本人確認措置（番号確認・身元確認）が必要
イナンバーカード、運転免許証等）の添付（提示）が必要です。

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

号被保険者が事業主へ
②厚⽣年⾦被保険者が3

険者の本人確認を⾏う

※②を選択する場合、3
にチェックを⼊れることで様式を委任状として取り扱うことができ、厚⽣年⾦被保険者が
て事業主へ届出書を提出することができます

日から年金の手続きを行う書式が変更になります。

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について
縦型に統⼀します。 

（２）被扶養者（異動）届と国⺠年⾦
号被保険者欄に「届出書の提出は配偶者（第

（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と
様式を統⼀します。 

（４）現在⽇本年⾦機構では基礎年⾦番号と個人番号の紐付けを進めていま
基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

することができます。

３．その他の事項について 

（１）決定通知書のレイアウトについて
資格取得届等を提出後、事業主様宛に通知する決定通知書が
厚⽣年⾦被保険者の方は原則住基ネットにより住所情報を更新するため、

。 

（２）年⾦⼿帳の送付方法について
初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており
ましたが、今後、年⾦手帳については決定通知書とは別に送付することになります。

（３）通知等の郵送先（居所）の登録について
住⺠票上の住所以外の住所にお住いの場合
変更届の⽤紙で通知等の郵送先を⽇本年⾦機構へ登録をお願い致します。
※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録
をお願い致します。 

（４）個人番号変更届について（新設）
⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
更の届出が省略することとしています。そのため、
届（新設）により変更後の個人番号の

-co.jp  E-mail

⽇から⽇本年⾦機構がマイナンバーによる届出・申請

⽇以降変更の
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

（１）「基礎年⾦番号」欄が「個人番号または基礎年⾦番号」欄に変わります。⼿続きは
で提出いただくことになりますが、個人番号の提供が困難な場合、引き続き基礎年⾦番号を⽤いることができます。

年⾦関係の手続きを⾏う際は

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
届出者本人の本人確認措置（番号確認・身元確認）が必要
イナンバーカード、運転免許証等）の添付（提示）が必要です。

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

号被保険者が事業主へ3号届を直接提出する場合は事業主が本人確認を⾏う
3号被保険者の委任を受け代理人として事業主へ

険者の本人確認を⾏う 

3号届の第3号被保険者欄に
にチェックを⼊れることで様式を委任状として取り扱うことができ、厚⽣年⾦被保険者が
て事業主へ届出書を提出することができます

日から年金の手続きを行う書式が変更になります。

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について

（２）被扶養者（異動）届と国⺠年⾦3号届を統⼀し
号被保険者欄に「届出書の提出は配偶者（第

（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と

（４）現在⽇本年⾦機構では基礎年⾦番号と個人番号の紐付けを進めていま
基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

できます。 

 

（１）決定通知書のレイアウトについて 
資格取得届等を提出後、事業主様宛に通知する決定通知書が
厚⽣年⾦被保険者の方は原則住基ネットにより住所情報を更新するため、

（２）年⾦⼿帳の送付方法について 
初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており

今後、年⾦手帳については決定通知書とは別に送付することになります。

（３）通知等の郵送先（居所）の登録について
住⺠票上の住所以外の住所にお住いの場合
変更届の⽤紙で通知等の郵送先を⽇本年⾦機構へ登録をお願い致します。
※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録

（４）個人番号変更届について（新設） 
⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
更の届出が省略することとしています。そのため、
届（新設）により変更後の個人番号の

mail：sato@sato

⽇から⽇本年⾦機構がマイナンバーによる届出・申請

⽇以降変更の主な内容
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

（１）「基礎年⾦番号」欄が「個人番号または基礎年⾦番号」欄に変わります。⼿続きは
個人番号の提供が困難な場合、引き続き基礎年⾦番号を⽤いることができます。

年⾦関係の手続きを⾏う際は基礎年⾦番号を⽤いて手続きを⾏います。

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
届出者本人の本人確認措置（番号確認・身元確認）が必要
イナンバーカード、運転免許証等）の添付（提示）が必要です。

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

号届を直接提出する場合は事業主が本人確認を⾏う
号被保険者の委任を受け代理人として事業主へ

号被保険者欄に
にチェックを⼊れることで様式を委任状として取り扱うことができ、厚⽣年⾦被保険者が
て事業主へ届出書を提出することができます 

日から年金の手続きを行う書式が変更になります。

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について

号届を統⼀し1枚の届出書とします。
号被保険者欄に「届出書の提出は配偶者（第

（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と

（４）現在⽇本年⾦機構では基礎年⾦番号と個人番号の紐付けを進めていま
基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

 
資格取得届等を提出後、事業主様宛に通知する決定通知書が
厚⽣年⾦被保険者の方は原則住基ネットにより住所情報を更新するため、

初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており
今後、年⾦手帳については決定通知書とは別に送付することになります。

（３）通知等の郵送先（居所）の登録について 
住⺠票上の住所以外の住所にお住いの場合は、通知等の郵送先（居所）を登録頂くことは可能です。
変更届の⽤紙で通知等の郵送先を⽇本年⾦機構へ登録をお願い致します。
※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録

 
⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
更の届出が省略することとしています。そのため、
届（新設）により変更後の個人番号の届出をお願い致します。

sato@sato-co.jp 

⽇から⽇本年⾦機構がマイナンバーによる届出・申請

主な内容（
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

（１）「基礎年⾦番号」欄が「個人番号または基礎年⾦番号」欄に変わります。⼿続きは
個人番号の提供が困難な場合、引き続き基礎年⾦番号を⽤いることができます。

基礎年⾦番号を⽤いて手続きを⾏います。

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
届出者本人の本人確認措置（番号確認・身元確認）が必要になります。その際、事業主に対して本人確認書類（マ
イナンバーカード、運転免許証等）の添付（提示）が必要です。

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

号届を直接提出する場合は事業主が本人確認を⾏う
号被保険者の委任を受け代理人として事業主へ

号被保険者欄に「届出書の提出は配偶者（第
にチェックを⼊れることで様式を委任状として取り扱うことができ、厚⽣年⾦被保険者が

日から年金の手続きを行う書式が変更になります。 

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について

枚の届出書とします。
号被保険者欄に「届出書の提出は配偶者（第2号被保険者）に委任します□」の文言が設けられます。

（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と

（４）現在⽇本年⾦機構では基礎年⾦番号と個人番号の紐付けを進めていま
基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

資格取得届等を提出後、事業主様宛に通知する決定通知書が
厚⽣年⾦被保険者の方は原則住基ネットにより住所情報を更新するため、

初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており
今後、年⾦手帳については決定通知書とは別に送付することになります。

、通知等の郵送先（居所）を登録頂くことは可能です。
変更届の⽤紙で通知等の郵送先を⽇本年⾦機構へ登録をお願い致します。
※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録

⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
更の届出が省略することとしています。そのため、個人番号が変更された場合には、⽇本年⾦機構へ個人番号変更

届出をお願い致します。

  

⽇から⽇本年⾦機構がマイナンバーによる届出・申請

（⽇本年⾦機構
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

（１）「基礎年⾦番号」欄が「個人番号または基礎年⾦番号」欄に変わります。⼿続きは
個人番号の提供が困難な場合、引き続き基礎年⾦番号を⽤いることができます。

基礎年⾦番号を⽤いて手続きを⾏います。

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
になります。その際、事業主に対して本人確認書類（マ

イナンバーカード、運転免許証等）の添付（提示）が必要です。 

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

号届を直接提出する場合は事業主が本人確認を⾏う
号被保険者の委任を受け代理人として事業主へ3

「届出書の提出は配偶者（第
にチェックを⼊れることで様式を委任状として取り扱うことができ、厚⽣年⾦被保険者が

 

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について

枚の届出書とします。 
号被保険者）に委任します□」の文言が設けられます。

（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と

（４）現在⽇本年⾦機構では基礎年⾦番号と個人番号の紐付けを進めています。
基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

資格取得届等を提出後、事業主様宛に通知する決定通知書が A4 縦型の様式に統⼀されます。
厚⽣年⾦被保険者の方は原則住基ネットにより住所情報を更新するため、

初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており
今後、年⾦手帳については決定通知書とは別に送付することになります。

、通知等の郵送先（居所）を登録頂くことは可能です。
変更届の⽤紙で通知等の郵送先を⽇本年⾦機構へ登録をお願い致します。
※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録

⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
個人番号が変更された場合には、⽇本年⾦機構へ個人番号変更

届出をお願い致します。 
 

 

⽇から⽇本年⾦機構がマイナンバーによる届出・申請を開始しま

⽇本年⾦機構
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

（１）「基礎年⾦番号」欄が「個人番号または基礎年⾦番号」欄に変わります。⼿続きは原則
個人番号の提供が困難な場合、引き続き基礎年⾦番号を⽤いることができます。

基礎年⾦番号を⽤いて手続きを⾏います。 

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
になります。その際、事業主に対して本人確認書類（マ

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

号届を直接提出する場合は事業主が本人確認を⾏う 
3号届を提出する場合は

「届出書の提出は配偶者（第2号被保険者）に委任します
にチェックを⼊れることで様式を委任状として取り扱うことができ、厚⽣年⾦被保険者が

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について

 
号被保険者）に委任します□」の文言が設けられます。

（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と

す。 
基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

縦型の様式に統⼀されます。
厚⽣年⾦被保険者の方は原則住基ネットにより住所情報を更新するため、資格取得時の決定通知書の住所欄が省略

初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており
今後、年⾦手帳については決定通知書とは別に送付することになります。

、通知等の郵送先（居所）を登録頂くことは可能です。
変更届の⽤紙で通知等の郵送先を⽇本年⾦機構へ登録をお願い致します。 
※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録

⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
個人番号が変更された場合には、⽇本年⾦機構へ個人番号変更

 

を開始しま

⽇本年⾦機構 HP より
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。

原則、個人番号
個人番号の提供が困難な場合、引き続き基礎年⾦番号を⽤いることができます。

 

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
になります。その際、事業主に対して本人確認書類（マ

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

号届を提出する場合は、

号被保険者）に委任します
にチェックを⼊れることで様式を委任状として取り扱うことができ、厚⽣年⾦被保険者が3号被保険者の代理人とし

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について

号被保険者）に委任します□」の文言が設けられます。

（３）厚⽣年⾦適⽤関係の届出（資格喪失、算定届等）に関して、被保険者に関する届出と70歳以上被⽤者に関する届出

基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

縦型の様式に統⼀されます。 
資格取得時の決定通知書の住所欄が省略

初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており
今後、年⾦手帳については決定通知書とは別に送付することになります。 

、通知等の郵送先（居所）を登録頂くことは可能です。

※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録

⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
個人番号が変更された場合には、⽇本年⾦機構へ個人番号変更

 

を開始します。 

より抜粋）
１．基礎年金番号でなくてもマイナンバーによる年金関係の手続きを行うことが可能になります。 

個人番号（マイナンバー）
個人番号の提供が困難な場合、引き続き基礎年⾦番号を⽤いることができます。

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
になります。その際、事業主に対して本人確認書類（マ

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

、事業主が3号被保

号被保険者）に委任します」
号被保険者の代理人とし

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出について

号被保険者）に委任します□」の文言が設けられます。

歳以上被⽤者に関する届出

基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

 
資格取得時の決定通知書の住所欄が省略

初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており

、通知等の郵送先（居所）を登録頂くことは可能です。その際は住所

※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録

⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
個人番号が変更された場合には、⽇本年⾦機構へ個人番号変更
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 ）

（マイナンバー）
個人番号の提供が困難な場合、引き続き基礎年⾦番号を⽤いることができます。 

（２）基礎年⾦番号を記⼊いただく場合には年⾦⼿帳でご確認いただいていましたが、個人番号を記⼊いただく場合には
になります。その際、事業主に対して本人確認書類（マ

号被保険者の本人確認措置の実施については下記の方法があり、どの方法を取るかは事業主判断に委ねられます。

号被保 

」の□
号被保険者の代理人とし

（１）これまでの様式は縦型、横型が混在したり、大きさが統⼀されていませんでしたが今後は主要な届け出についてA4

号被保険者）に委任します□」の文言が設けられます。 

歳以上被⽤者に関する届出

基礎年⾦番号と個人番号が紐付いている被保険者の方につきましては住所変更届・⽒名変更届の⽇本年⾦機構への

資格取得時の決定通知書の住所欄が省略

初めて年⾦制度に加⼊した方については、資格取得届の⼿続きの際に決定通知書と併せて年⾦⼿帳を送付しており

その際は住所

※通知等の郵送先（居所）を登録いただいた場合、住基ネットの異動に基づく更新は⾏われなくなります。通知等
の郵送先（居所）を変更する場合、⼜は通知等の郵送先を居所から住所に変更する場合は住所変更届の⽤紙で登録

⽇本年⾦機構では、基礎年⾦番号と紐付けられた個人番号により住基ネットから情報を取得し、住所変更、⽒名変
個人番号が変更された場合には、⽇本年⾦機構へ個人番号変更
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●インターネット関連業者を逮捕、送検（最低賃⾦法違反の疑い）
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